
 

ひと冬に３回まで、玄関先から公道までの幅１ｍ程度の生活路や「通気口がふさがる」「窓ガラ

スが破損する恐れがある」等の危険な箇所の除雪を行います。 

 

ひと冬に 10,000 円を上限に屋根雪下ろしに要した費用を助成します。 

［ 受付期間 ］平成 29年 9月 20 日～平成 30年 3月 15日 
 

［ 実施期間 ］平成 29年 12 月 1日～平成 30年 3月 15日 

対象世帯、申し込みの流れ等の詳しい情報は小樽市社会福祉協議会のホームページでご確認いただくか、下

記までお問い合わせください。 

お問い合わせ先：小樽市社会福祉協議会 
小樽市富岡 1-5-10  TEL:0134-23-7847 FAX:0134-32-5641 

平成２９年度 

「福祉除雪サービス事業」 

「屋根雪下ろし助成事業」 

始まります！！ 


